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政
令
第
三
十
五
号

特
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
意
匠
登
録
令
の
規
定
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
意
匠
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
第
六
十
一
条
第
三
項
及
び
特
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
令
和
元
年
法
律
第
三
号
）
附
則
第
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
意
匠
登
録
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

意
匠
登
録
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
の
六
中
「
本
意
匠
」
を
「
基
礎
意
匠
」
に
改
め
、
「
又
は
関
連
意
匠
」
の
下
に
「
（
当
該
基
礎
意
匠
の
関
連
意
匠

及
び
当
該
関
連
意
匠
に
連
鎖
す
る
段
階
的
な
関
連
意
匠
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
「
す
べ
て

」
を
「
全
て
」
に
改
め
る
。

（
関
連
意
匠
の
意
匠
権
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

特
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
意
匠
法
（

以
下
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
十
条
第
七
項
に
規
定
す
る
基
礎
意
匠
の
意
匠
登
録
出
願
の
日
が
改
正
法
の
施
行
の
日
前
で
あ

る
場
合
に
は
、
当
該
基
礎
意
匠
に
係
る
関
連
意
匠
（
当
該
基
礎
意
匠
の
関
連
意
匠
及
び
当
該
関
連
意
匠
に
連
鎖
す
る
段
階
的
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な
関
連
意
匠
を
い
う
。
）
の
意
匠
権
に
係
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
対
す
る
当
該
各
号
に
定
め
る
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
又
は
放
棄
さ
れ
た
と
き
」
と
あ
る
の
は
、
「
放
棄
さ
れ
た
と
き
、
又
は
特
許
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
三
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
改
正

前
の
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
存
続
期
間
が
終
了
し
た
と
き
」
と
す
る
。

一

意
匠
権
の
移
転

新
法
第
二
十
二
条
第
二
項

二

専
用
実
施
権

新
法
第
二
十
七
条
第
三
項

附

則

こ
の
政
令
は
、
特
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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理

由

特
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
基
礎
意
匠
又
は
関
連
意
匠
の
意
匠
権
に
つ
い
て
の
専
用
実
施
権
の
設

定
等
の
登
録
の
申
請
に
関
す
る
規
定
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
基
礎
意
匠
の
意
匠
登
録
出
願
の
日
が
同
法
の
施
行
の
日
前
で
あ

る
場
合
に
お
け
る
関
連
意
匠
の
意
匠
権
の
移
転
等
に
関
す
る
所
要
の
経
過
措
置
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


